
 

 

 

 

 

リユース（再使用）促進に向けた協定の締結 

～ 府中町ではリユース事業者と協定を締結し、 

リユースの促進に取り組みます ～ 

 

１ 協定締結の経緯 

府中町では「府中町ごみ処理基本計画」の中で、基本方針として「排出抑制の推進」を掲げ、ごみ

の減量化を実現するためにリユースの促進に取り組んでいます。 

しかし、府中町でごみとして捨てられるものの中には、まだ使えるものが多く含まれていることか

ら、リユースの更なる促進に向けて、リユース事業者（２社）と協定を締結することとしました。 

 

２ 協定締結日 

   令和５年１２月１３日（水） 

 

３ 主な協定内容 

   府中町の公式ホームページや広報紙等でリユース事業者のリユース活動を周知します。 

また、利用実績を報告してもらい、今後の廃棄物関係のデータ分析に活用できるようにします。 

 

４ 協定締結事業者と各社のリユース活動の概要 

 

   

 

 

 

株式会社マーケットエンタープライズ 

 一度に複数のリユースショップの買取価

格を比較し売却ができるサービス 

株式会社ジモティー 

不要になったがまだ使えるものを個人間

で譲ることができるサービス 

【特徴】 

 ・自分で運べない大型品も対象 

 ・出張買取では自宅まで買取に来てくれる 

【特徴】 

 ・家具、家電、雑貨などが対象 

 ・受取者に取りに来てもらうことも可能 

（ＨＰアドレス）https://oikura.jp/ （ＨＰアドレス）https://jmty.jp 

 

提 供 日 令和５年１２月１３日 

問い合わせ 

町民生活部環境課 

（担当者 環境課長 砂﨑） 

電話 082-286-3245 

報道資料 

広島県安芸郡府中町 


